
 

 

 

１ 療養病床及び一般病床 

○ 医療法施行規則に規定する算定式に基づき、二次医療圏における療養病床及び一般病

床の基準病床数を次のとおり定めます。 

 

療養病床及び一般病床の基準病床数等 

二次医療圏 
基準病床数 

① 

既存病床数 

② 

（参考） 

①と②の差 

（参考） 

現行基準病床数 

県北 4,742 4,317 △ 425 4,432 

県中 5,244 5,133 △ 111 5,207 

県南 1,247 1,087 △ 160 1,047 

会津・南会津 2,714 2,723 9 2,517 

相双 1,075 1,527 452 1,054 

いわき 2,893 3,230 337 2,746 

計 17,915 18,017 102 17,003 

資料：福島県保健福祉部調べ（既存病床数のみ）   

※既存病床数は令和５(2023)年９月 30日現在 

 

２ 精神病床、結核病床及び感染症病床 

○ 医療法施行規則に規定する算定式に基づき、県全域における精神病床、結核病床及び

感染症病床の基準病床数を次のとおり定めます。 

 

精神病床、結核病床及び感染症病床の基準病床数等 

病床種別 
基準病床数 

① 

既存病床数 

② 

（参考） 

①と②の差 

（参考） 

現行基準病床数 

精神病床 4,240 6,613 2,373 4,909 

結核病床 18 67 49 46 

感染症病床 36 36 0 32 

資料：福島県保健福祉部調べ（既存病床数のみ）   

※既存病床数は令和５(2023)年９月 30日現在 

 

 

次期福島県医療計画における基準病床数について 

資料１－３ 


